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摂津市が株式会社ジモティーと連携を開始 

〜ジモティーを活用したリユース啓発を実施〜 

  
 
摂津市と地域の情報サイト「ジモティー」を運営する、株式会社ジモティーは、リユースに関す

る協定を締結し、ごみ減量に向けたリユース啓発を実施します。なお、現在、株式会社ジモティー

は全国で 251 箇所の自治体とリユースに関する協定を締結し、リユースの啓発及びごみの削減を通

して持続的社会の実現に取り組んでおり、本取り組みは大阪府内での事例としては 24 例目となりま

す。 
 

■協定の狙い 

摂津市では一般廃棄物処理基本計画の中で、「使う責任 捨てる責任 持続可能な 3R の実現」を

基本理念に掲げ、市民及び事業者への啓発並びに協働の取り組みのもと、積極的なごみ減量（リデ

ュース）の推進と分別の徹底によるリユース・リサイクルの推進に取り組むことを基本方針に、地

域における持続可能な開発目標「ローカル SDGｓ」の実現を目指しています。市では更なるごみ減量

化を実現させるための手段の一つとして、まだ使えるものを廃棄せずにリユースするという選択肢

を増やすことを目的に、株式会社ジモティーと協定を締結することとしました。 

■活動内容（2025 年 10 月 31 日現在※） 

摂津市の公式ホームページ、広報紙などで「捨てずに譲る」という選択肢を住民に啓発し、リユ

ース意識を向上させることによって、ごみの排出を抑制します。 更に、摂津市の公式アカウントを、

地域の情報サイト「ジモティー」内に作成し、リユースをはじめとした市の情報をより多くの市民

に発信していきます。 

※啓発活動の内容は今後変更となる可能性がございます。 

 

 

（参考）株式会社ジモティーが、リユースに関する連携を行っている自治体 
株式会社ジモティーは、2025年 10月 31 日時点で 251 箇所の自治体と協定や覚書を締結し、リユ

ースに関する啓発及びリユース事業を推進しています。詳細は下記 URL よりご確認ください。 

https://jmty.co.jp/ir/community/ 
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【報道関係者からのお問合せ先】 

摂津市に関すること 

摂津市 生活環境部 環境業務課 

担当：大橋 

Tel：072-634-0210 Mail：kankyou-gyoumu@city.settsu.osaka.jp  

 

「ジモティー」に関すること 

株式会社ジモティー  

担当：木下  

Mail：press@jmty.jp 
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